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附則 

 

    第１章 総則 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、河川法（昭和３９年法律第１６７号。以下 
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「法」という。）第１００条第１項において準用する法第１３条

第２項の規定に基づき、市が管理する準用河川（法第１００条第

１項に規定する準用河川をいう。以下単に「河川」という。）に

係る河川管理施設又は法第２６条第１項の許可を受けて設置され

る工作物（以下「許可工作物」という。）のうち、堤防その他の

主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的

基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び河川管理施設等構

造令（昭和５１年政令第１９９号。以下「令」という。）におい

て使用する用語の例による。 

 

    第２章 堤防 

 

 （適用の範囲） 

第３条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止する

ために設ける堤防について適用する。 

 （構造の原則） 

第４条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体とし

て、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構

造とするものとする。 

 （材質及び構造） 

第５条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利

用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場

合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼

矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコ

ンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものと

することができる。 

 （高さ） 

第６条 堤防の高さは、計画高水位に０．６メートルを加えた値以

上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤

高（以下「堤内地盤高」という。）が計画高水位より高く、かつ、 
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地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっ

ては、この限りでない。 

２ 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以

上とするものとする。 

 （天端幅） 

第７条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が０．６

メートル未満である区間を除き、３メートル以上とするものとす

る。 

 （盛土による堤防の法勾配等） 

第８条 盛土による堤防（胸壁の部分及び護岸で保護される部分を

除く。次項において同じ。）の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤

高との差が０．６メートル未満である区間を除き、５０パーセン

ト以下とするものとする。 

２ 盛土による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。 

 （小段） 

第９条 堤防の安定を図るため必要がある場合においては、その中

腹に小段を設けるものとする。 

 （護岸） 

第１０条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合にお

いては、堤防の表法面又は表小段に護岸を設けるものとする。 

 （水制） 

第１１条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制

し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所

に水制を設けるものとする。 

 （管理用通路） 

第１２条 堤防には、河川の管理のための通路（以下「管理用通

路」という。）を設けるものとする。 

 （背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例） 

第１３条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生

ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤

防の高さは、第６条第１項の規定により定められるその箇所にお

ける甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。た 
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だし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等に

より治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施

設によって背水が生じないようにすることができる区間にあって

は、この限りでない。 

２ 前項本文の規定により乙河川の堤防の高さが定められる場合に

おいては、その高さと乙河川に背水が生じないとした場合に定め

るべき計画高水位に、０．６メートルを加えた高さとが一致する

地点から当該合流箇所までの乙河川の区間（以下「背水区間」と

いう。）の堤防の天端幅は、第７条の規定により定められるその

箇所における甲河川の堤防の天端幅を下回らないものとするもの

とする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形

の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、

この限りでない。 

 （天端幅の規定の適用除外等） 

第１４条 その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこ

れらに準ずるものによる構造の堤防については、第７条及び前条

第２項の規定は、適用しない。 

２ 胸壁を有する堤防に関する第７条及び前条第２項の規定の適用

については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁

の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。 

 （連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例） 

第１５条 堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流及び下流における

河岸及び堤防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期

を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞれの段

階における堤防について、計画堤防の高さと当該段階における堤

防の高さとの差に相当する値を計画高水位から減じた値の水位を

計画高水位とみなして、この章（第１３条及び前条を除く。）の

規定を準用する。 

 

    第３章 床止め 

 

 （構造の原則） 
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第１６条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して

安全な構造とするものとする。 

２ 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を

及ぼさない構造とするものとする。 

 （護床工及び高水敷保護工） 

第１７条 床止めを設ける場合において、これに接続する河床又は

高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又

は高水敷保護工を設けるものとする。 

 （護岸） 

第１８条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸

又は堤防の洗掘を防止するため、護岸を設けるものとする。 

 （魚道） 

第１９条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げない

ようにするため必要があるときは、魚道を設けるものとする。 

 

    第４章 堰
せ き

 

 

 （構造の原則） 

第２０条 堰
せ き

は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全

な構造とするものとする。 

２ 堰
せ き

は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河

岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰
せ き

に

接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された

構造とするものとする。 

 （流下断面との関係） 

第２１条 可動堰
せ き

の可動部（流水を流下させるためのゲート及びこ

れを支持する堰
せ き

柱に限る。次条及び第２３条において同じ。）以

外の部分（堰
せ き

柱を除く。）及び固定堰
せ き

は、流下断面（計画横断形

が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含

む。以下この条及び第３９条第１項において同じ。）内に設けて

はならない。ただし、山間狭窄
さ く

部であることその他河川の状況、

地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、及び 
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河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認め

られる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められ

る措置を講ずるときは、この限りでない。 

 （可動堰
せ き

の可動部の径間長） 

第２２条 可動堰
せ き

の可動部の径間長（隣り合う堰
せ き

柱の中心線間の距

離をいう。以下この章において同じ。）は、１５メートル以上

（可動部の全長（両端の堰
せ き

柱の中心線間の距離をいう。次項にお

いて同じ。）が、１５メートル未満である場合には、その全長の

値）とするものとする。ただし、山間狭窄
さ く

部であることその他河

川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる

ときは、この限りでない。 

２  前項に該当する場合において、可動堰
せ き

の可動部の全長が３０ 

メートル未満であるときは、前項の規定にかかわらず、可動部の

径間長を１２．５メートル以上とすることができる。 

３ 可動堰
せ き

の可動部が起伏式である場合においては、可動部の径間

長を前各項の規定によらないものとすることができる。 

 （可動堰
せ き

の可動部の径間長の特例） 

第２３条 可動堰
せ き

の可動部の一部を土砂吐き等の効用を兼ねるもの

とする場合においては、前条第１項の規定にかかわらず、当該部

分の径間長は、１２．５メートル以上とすることができる。この

場合においては、可動部の径間長の平均値は、同条第２項に該当

する可動堰
せ き

の可動部を除き、１５メートル以上でなければならな

い。 

２ 前項の規定によれば可動堰
せ き

の可動部のうち土砂吐き等としての

効用を兼ねる部分以外の部分の径間長が著しく大となり、当該部

分のゲートの構造上適当でなく、かつ、治水上の支障がないと認

められる場合においては、可動部の径間長を同項後段の規定によ

らないものとすることができる。 

 （可動堰
せ き

の可動部のゲートの構造） 

第２４条 可動堰
せ き

の可動部のゲートの構造については、令第１０条

第１項から第３項まで、第１１条及び第１２条の規定を準用する。 

 （可動堰
せ き

の可動部のゲートの高さ） 

 

54-6 



第２５条 可動堰
せ き

の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時におけ

る下端の高さは、計画高水位に０．６メートルを加えた値以上で、

当該地点における河川の両岸の堤防（計画横断形が定められてい

る場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、

かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高

さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防）の表法肩を結

ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。 

２ 可動堰
せ き

の可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、

可動堰
せ き

の基礎部（床版を含む。）の高さ以下とするものとする。 

 （可動堰
せ き

の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例） 

第２６条 背水区間に設ける可動堰
せ き

の可動部の引上げ式ゲートの最

大引上げ時における下端の高さは、治水上の支障がないと認めら

れるときは、前条第１項の規定にかかわらず、次に掲げる高さの

うちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。 

⑴ 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水

位に、０．６メートルを加えた高さ 

⑵ 計画高水位 

２ 地盤沈下のおそれがある地域に設ける可動堰
せ き

の可動部の引上げ

式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、前条第１項及び

前項の規定によるほか、予測される地盤沈下及び河川の状況を勘

案して必要と認められる高さを下回らないものとする。 

 （管理施設） 

第２７条 可動堰
せ き

には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施

設を設けるものとする。 

 （護床工等） 

第２８条 第１７条から第１９条までの規定は、堰
せ き

を設ける場合に

ついて準用する。 

 （洪水を分流させる堰
せ き

に関する特例） 

第２９条 第２１条及び第２５条の規定は、洪水を分流させる堰
せ き

に

ついては、適用しない。 

 

    第５章 水門及び樋
ひ

門 
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 （構造の原則） 

第３０条 水門及び樋
ひ

門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に

対して安全な構造とするものとする。 

２ 水門及び樋
ひ

門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、

付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並

びに水門又は樋
ひ

門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止につい

て適切に配慮された構造とするものとする。 

 （構造） 

第３１条 水門及び樋
ひ

門（ゲート及び管理施設を除く。）は、鉄筋

コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。 

２ 樋
ひ

門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。 

 （断面形） 

第３２条 河川を横断して設ける水門及び樋
ひ

門の流水を流下させる

部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。 

２ 前項の規定は、河川以外の水路が河川に合流する箇所において

当該水路を横断して設ける水門及び樋
ひ

門について準用する。 

 （河川を横断して設ける水門の径間長等） 

第３３条 第２１条から第２３条まで（第２２条第３項を除く。）

の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場

合において、第２１条中「可動堰
せ き

の可動部（流水を流下させるた

めのゲート及びこれを支持する堰
せ き

柱に限る。次条及び第２３条に

おいて同じ。）以外の部分（堰
せ き

柱を除く。）及び固定堰
せ き

」とある

のは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及び門柱以外

の部分」と、第２２条及び第２３条中「可動堰
せ き

の可動部」とあり、

及び「可動部」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるため

のゲート及びこれを支持する門柱の部分」と、第２２条第１項中

「堰
せ き

柱」とあるのは、「門柱」と読み替えるものとする。 

２ 河川を横断して設ける樋
ひ

門で２門以上のゲートを有するものの

内法幅は、５メートル以上とするものとする。ただし、内法幅が

内法高の２倍以上となるときは、この限りでない。 

 （ゲート等の構造） 

第３４条 水門及び樋
ひ

門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な 
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水密性を有する構造とするものとする。 

２ 水門及び樋
ひ

門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とする

ものとする。 

３ 水門及び樋
ひ

門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行

うことができる構造とするものとする。 

 （水門のゲートの高さ等） 

第 ３ ５条  水門 のカーテ ン ウ ォ ー ルの上 端 の高 さ 又は カ ー テ ン  

ウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、

水門に接続する堤防（計画横断形が定められている場合において、

計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支

障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の

高さより高いときは、計画堤防）の高さを下回らないものとする

ものとする。 

２ 第２５条第１項の規定は、河川を横断して設ける水門（流水を

分流させる水門を除く。）のカーテンウォール及びゲートの高さ

について、第２６条の規定は、河川を横断して設ける水門のカー

テンウォール及びゲートの高さについて準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「可動堰
せ き

の可動部の引上げ式ゲートの最大

引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「水門のカーテン 

ウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時

における下端の高さ」と読み替えるものとする。 

 （管理施設等） 

第３６条 第２７条の規定は、水門及び樋
ひ

門について準用する。 

２ 水門は、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとす

る。 

 （護床工等） 

第３７条 第１７条及び第１８条の規定は、水門又は樋
ひ

門を設ける

場合について準用する。 

 

    第６章 橋 

 

 （河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則） 
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第３８条 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の

水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。 

２ 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の

洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著し

い支障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続する河床及び高水

敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。 

 （橋台） 

第３９条 河岸又は背水区間に係る堤防（計画横断形が定められて

いる場合には、計画堤防。以下この条において同じ。）に設ける

橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭窄
さ く

部で

あることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障が

ないと認められるときは、この限りでない。 

２ 堤防に設ける橋台（前項の橋台に該当するものを除く。）は、

堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。 

３ 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設ける

ものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないため

に必要な措置を講ずるときは、この限りでない。 

４ 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとす

る。 

 （橋脚） 

第４０条 河道内に設ける橋脚（基礎部（底版を含む。次項におい

て同じ。）その他流水が作用するおそれがない部分を除く。以下

この項において同じ。）の水平断面は、できるだけ細長い楕
だ

円形

その他これに類する形状のものとし、かつ、その長径（これに相

当するものを含む。）の方向は、洪水が流下する方向と同一とす

るものとする。ただし、橋脚の水平断面が極めて小さいとき、橋

脚に作用する洪水が流下する方向と直角の方向の荷重が極めて大

きい場合であって橋脚の構造上やむを得ないと認められるとき、

又は洪水が流下する方向が一定でない箇所に設けるときは、橋脚

の水平断面を円形その他これに類する形状のものとすることがで

きる。 

２ 河道内に設ける橋脚の基礎部は、低水路（計画横断形が定めら 
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れている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下こ

の項において同じ。）及び低水路の河岸の法肩から２０メートル

以内の高水敷においては、低水路の河床の表面から深さ２メート

ル以上の部分に、その他の高水敷においては、高水敷（計画横断

形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含

む。以下この項において同じ。）の表面から深さ１メートル以上

の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さい

と認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりや

むを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面又

は高水敷の表面より下の部分に設けることができる。 

 （径間長） 

第４１条 橋脚を河道内に設ける場合においては、当該箇所におい

て洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面

に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離

（河岸又は堤防（計画横断形が定められている場合には、計画堤

防。以下この条において同じ。）に橋台を設ける場合においては、

橋台の胸壁の表側の面から河道内の直近の橋脚の中心線までの距

離を含み、河岸又は堤防に橋台を設けない場合においては、当該

平面上の流下断面（計画横断形が定められている場合には、当該

計画横断形に係る流下断面）の上部の角から河道内の直近の橋脚

の中心線までの距離を含む。以下この条において「径間長」とい

う。）は、山間狭窄
さ く

部であることその他河川の状況、地形の状況

等により治水上の支障がないと認められる場合を除き、次の式に

よって得られる値（その値が５０メートルを超える場合において

は、５０メートル）以上とするものとする。ただし、径間長を次

の式によって得られる値（以下この項及び第３項において「基準

径間長」という。）以上とすればその平均値を基準径間長に５ 

メートルを加えた値を超えるものとしなければならないときは、

径間長は、基準径間長から５メートルを減じた値（３０メートル

未満となるときは、３０メートル）以上とすることができる。 

Ｌ＝２０＋０．００５Ｑ（この式において、Ｌ及びＱは、それ

ぞれ次の数値を表すものとする。 
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  Ｌ 径間長（単位 メートル） 

  Ｑ 計画高水流量（単位 １秒間につき立方メートル）） 

２ 橋（主要な公共施設に係るものを除く。）の径間長は、河川管

理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、前項

の規定にかかわらず、１２．５メートル以上とすることができる。 

３ 基準径間長が２５メートルを超えることとなる場合においては、

第１項の規定にかかわらず、流心部以外の部分に係る橋の径間長

を２５メートル以上とすることができる。この場合においては、

橋の径間長の平均値は、これらの規定により定められる径間長以

上としなければならない。 

４ 河道内に橋脚が設けられている橋、堰
せ き

その他の河川を横断して

設けられている施設に近接して設ける橋の径間長については、こ

れらの施設の相互の関係を考慮して治水上必要と認められる範囲

内において特則を定めることができる。 

 （桁下高等） 

第４２条 第２５条第１項及び第２６条の規定は、橋の桁下高につ

いて準用する。この場合において、これらの規定中「可動堰
せ き

の可

動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあ

るのは、「橋の桁下高」と読み替えるものとする。 

２ 橋面（路面、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流

出することを防止するための措置を講じた部分）の高さは、背水

区間においても、橋が横断する堤防（計画横断形が定められてい

る場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、

かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高

さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防）の高さ以上と

するものとする。 

 （護岸等） 

第４３条 第１７条及び第１８条の規定は、橋を設ける場合につい

て準用する。 

２ 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護す

るため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他こ

れに類するもので覆うものとする。 
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 （管理用通路の構造の保全） 

第４４条 橋（取付部を含む。）は、管理用通路の構造に支障を及

ぼさない構造とするものとする。 

 （適用除外） 

第４５条 第３９条第１項から第３項まで、第４０条、第４１条及

び第４２条の規定は、遊水地その他これらに類するものの区域内

に設ける橋及び治水上の影響が著しく小さい橋については、適用

しない。 

２ この章（第４２条及び前条を除く。）の規定は、堰
せ き

又は水門と

効用を兼ねる橋及び樋
ひ

門に附属して設けられる橋については、適

用しない。 

 

    第７章 伏せ越し 

 

 （適用の範囲） 

第４６条 この章の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越し

について適用する。 

 （構造の原則） 

第４７条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対し

て安全な構造とするものとする。 

２ 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並

びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさな

い構造とするものとする。 

 （構造） 

第４８条 堤防（計画横断形が定められている場合には、計画堤防

を含む。以下この項において同じ。）を横断して設ける伏せ越し

にあっては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上

分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深

さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、

この限りでない。 

２ 第３１条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。 

 （ゲート等） 

 

54-13 



第４９条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止する

ため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、

ゲート（バルブを含む。次項において同じ。）を設けるものとす

る。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、

この限りでない。 

２ 第２４条第２項の規定は、前項のゲートの開閉装置について、

第２７条の規定は、伏せ越しについて準用する。 

 （深さ） 

第５０条 伏せ越しは、低水路（計画横断形が定められている場合

には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において

同じ。）及び低水路の河岸の法肩から２０メートル以内の高水敷

においては、低水路の河床の表面から、その他の高水敷において

は、高水敷（計画横断形が定められている場合には、当該計画横

断形に係る高水敷を含む。以下この条において同じ。）の表面か

ら、堤防（計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含

む。以下この条において同じ。）の下の部分においては、堤防の

地盤面から、それぞれ深さ２メートル以上の部分に設けるものと

する。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又

は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められ

るときは、それぞれ低水路の河床の表面、高水敷の表面又は堤防

の地盤面より下の部分に設けることができる。 

 

    第８章 雑則 

 

 （適用除外） 

第５１条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工

作物（以下「河川管理施設等」という。）については、適用しな

い。 

⑴ 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川に

おける応急措置によって設けられる河川管理施設等 

⑵ 臨時に設けられる河川管理施設等 

⑶ 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等 

 

54-14 



⑷ 特殊な構造の河川管理施設等で、市長がその構造が第２章か

ら第７章までの規定によるものと同等以上の効力があると認め

るもの 

 （計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例） 

第５２条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手（許可工作物

にあっては、法第２６条の許可。以下この条において同じ。）が

あった後における計画高水流量、計画横断形又は計画高水位（以

下この条において「計画高水流量等」という。）の決定又は変更

によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合において

は、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定

又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、

工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築

（災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。）に係る河

川管理施設等については、この限りでない。 

 （小河川の特例） 

第５３条 計画高水流量が１秒間につき１００立方メートル未満の

小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障が

あると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによるこ

とができる。 

⑴ 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、

その差が０．６メートル未満である区間においては、計画高水

流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。 

項 
計画高水流量 

（単位 １秒間につき立方メートル） 
天端幅（単位 メートル） 

１ ５０未満 ２ 

２ ５０以上１００未満 ２．５ 

 

⑵ 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、そ

の差が０．６メートル未満である区間においては、計画高水流

量が１秒間につき５０立方メートル未満であり、かつ、堤防の

天 端 幅 が ２ ． ５ メ ー ト ル 以 上 で あ る 場 合 は 、 計 画 高 水 位に  

０．３メートルを加えた値以上とすること。 
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⑶ 堤防に設ける管理用通路は、川幅が１０メートル未満である

区間においては、幅員は、２．５メートル以上とし、建築限界

は、次の図に示すところによること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 橋については、第４０条第２項中「２０メートル」とあるの

は、「１０メートル」と、「２メートル」とあるのは、「１ 

メートル」と、「１メートル」とあるのは、「０．５メート

ル」と読み替えて同項の規定を適用すること。 

⑸ 伏せ越しについては、第５０条中「２０メートル」とあるの

は、「１０メートル」と、「２メートル」とあるのは、「１ 

メートル」と読み替えて同条の規定を適用すること。 

 （その他） 

第５４条 この条例の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定

めるところによるほか、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この条例の施行の際現に存する河川管理施設等又は現に工事中

の河川管理施設等（既に法第２６条の許可を受け、工事に着手す

るに至らない許可工作物を含む。）がこの条例の規定に適合しな

い場合においては、当該河川管理施設等については、当該規定は、

適用しない。ただし、工事の着手（許可工作物にあっては、法第

２６条の許可）がこの条例の施行の後である改築（災害復旧又は

応急措置として行われるものを除く。）に係る河川管理施設等に

ついては、この限りでない。 
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亀岡市準用河川に係る河川管理施設等の 

構造の基準に関する条例案要綱 

 

 

１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律における河川法の一部改正に伴い、

市が管理する準用河川に係る河川管理施設又は同法第２６条第１

項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要な

ものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を

定めること。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めること。 

 

３ この条例は、平成２５年４月１日から施行すること。 
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